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業務の適正を確保するための体制

連結計算書類における連結注記事項

計 算 書 類 に お け る 注 記 事 項

株 式 会 社 　 壱 番 屋

第38期定時株主総会招集ご通知の添付書類のうち、上記の事項につきまして

は、法令及び当社定款第18条の定めに基づき、インターネット上の当社ウェ

ブサイトに掲載することにより株主の皆様に提供しております。

表紙



業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の

業務の適正を確保するための体制（以下、内部統制システムという。）についての決定内容

の概要は以下のとおりであります。

(1) 取締役、使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

①　役職員が法令・定款、当社の経営理念を順守し、健全な社会規範の下にその職務を遂

行すること（以下、コンプライアンスという。）を徹底するため、役職員の職務遂行

上の行動規範（壱番屋企業行動憲章）を制定する。

②　取締役の中からコンプライアンス統轄責任者を選任する。コンプライアンス統轄責

任者は、コンプライアンスの取り組みを全社横断的に統轄し、必要に応じ研修の実

施、規程・マニュアルの作成等を行う。

③　内部監査部門として監査室を設置し、コンプライアンスの状況に十分留意した内部監

査を行う。

④　コンプライアンスに関し問題のある行為等について、内部通報を行う体制を整備する

ため、内部通報規程を制定する。

⑤　監査等委員は会社のコンプライアンスに問題があると認められるときは、意見を述べ

るとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①　文書管理規程を制定し、取締役の職務執行に係る情報は、同規程に従い文書（電磁的

媒体を含む。）に記録し、保存する。

②　取締役は、必要に応じそれらの文書を閲覧できるものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　取締役の中からリスク管理統轄責任者を選任する。リスク管理統轄責任者は、損失の

危険の管理（以下、リスク管理という。）の取り組みを全社横断的に統轄し、必要に

応じ研修の実施、規程・マニュアルの作成等を行う。

②　不測の事態が生じた場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、事態に応じた

迅速かつ適切な対応が取れるよう、速やかに体制を整える。

③　監査室は、リスク管理の状況に十分留意した内部監査を行う。

④　監査等委員は会社のリスク管理に問題があると認められるときは、意見を述べるとと

もに、改善策の策定を求めることができるものとする。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　取締役の職務の効率性を確保するため、組織規程及び権限規程を制定し、取締役の職

務分担及び権限を明確にする。

②　定例取締役会を月１回開催する他、経営の重要事項に関する取締役間の協議及び情報

共有を行うため、常勤取締役及び常勤監査等委員他をメンバーとする経営会議を週１

回開催する。
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(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①　取締役の中から子会社毎に担当取締役を選任する。子会社の担当取締役は、その自主

性を尊重しつつ、職務遂行上の行動規範（壱番屋企業行動憲章）の浸透、効率的な業

務遂行、コンプライアンス、リスク管理の徹底を図るよう、必要に応じ助言・指導を

行う。

②　当社及び子会社から成る企業集団の管理体制を整備するため、関係会社管理規程を制

定する。また、内部監査の対象に子会社を含めることとする。

③　監査等委員は子会社の管理体制に問題があると認められるときは、意見を述べるとと

もに、改善策の策定を求めることができるものとする。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の当社の他の取締役

（監査等委員であるものを除く。）からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当

該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人（以下、監査等委員会補助者という。）

を置くことを求めた場合、監査等委員会の同意を得た上で、監査等委員会補助者を任

命する。監査等委員会補助者は、監査等委員会の指揮命令に従って業務を行うものと

する。

②　監査等委員会補助者の人事考課、人事異動、懲戒処分については、監査等委員会の同

意を得た上で決定する。

(7) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員への報告

に関する体制

①　取締役会規程の他、経営会議規程を制定し、経営上の重要事項については取締役会及

び経営会議にて審議及び報告することとし、常勤監査等委員は経営会議に出席して情

報の収集にあたり、その内容を把握することとする。

②　監査等委員会は、内部監査の実施状況の報告を監査室より受けることとする。また、

役職員等からの内部通報の内容について、コンプライアンス統轄責任者より報告を受

ける他、直接、内部通報を受けられる体制を整備する。

③　監査等委員会に前項の報告を行ったものに対し、当該報告を行ったことを理由として

不利益な取り扱いを行うことは、内部通報規程により禁止する。

(8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　定例監査等委員会を月１回開催し、必要に応じ臨時監査等委員会を開催する。

②　監査等委員会と監査室及び会計監査人は、定期的に会合を設け、監査関連情報の交換

等を行う。

③　社長と監査等委員会は、必要に応じて会合を設け、会社が対処すべき課題、監査等委

員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要

と判断される要請等を行う。

④　監査等委員は、職務の執行に必要な費用について、当社に請求することができ、当社

は当該請求に基づき支払を行う。
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上記の内部統制システムの運用状況は、以下のとおりです。

・壱番屋企業行動憲章のもと、社内ホームページや社内報等を用いて、経営理念の浸透や

法令順守への理解の向上を図る取り組みを行っている他、有効な内部通報体制の整備

や、監査等委員会及び監査室による監査によって、コンプライアンスの水準を維持・向

上させるよう努めております。

・リスク管理体制としまして、モニタリング機能を集約した業務改善推進本部にて収集さ

れたリスク情報が、速やかにリスク管理統轄責任者に集約されることとなっており、そ

の情報をもとに、迅速かつ適切な対応が取れるように努めております。

・子会社を含めた企業集団における業務の適正を確保するために、子会社を担当する取締

役が毎月会議を開催し、タイムリーな情報収集を行いながら適切な業務遂行やリスク管

理の状況について、情報の共有に努めるとともに、必要に応じて対策を講じておりま

す。

・監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するために、定例の監査等委員会を開

催している他、監査室や会計監査人との情報交換や代表取締役社長との会合を行ってお

ります。

　　なお、上記以外の内容につきましても、不断の見直しによって継続的に改善を図り、

より適正かつ効率的な体制となるよう努めております。
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１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　　６社

・連結子会社の名称　　　　　　　壱番屋レストラン管理(中国)有限会社

壱番屋国際香港有限会社

イチバンヤＵＫ ＬＩＭＩＴＥＤ

台湾壱番屋株式会社

イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ.

壱番屋香港有限会社

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法を適用した非連結子会社及び関連会社数

 　該当事項はありません。

②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・関連会社の数　　　　　　　　　３社

・関連会社の名称　　　　　　　　イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社

韓国カレーハウス株式会社

イチバンヤINDIA PRIVATE LIMITED

・持分法を適用しない理由　　　　上記３社は当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社である壱番屋レストラン管理(中国)有限会社、壱番屋国際香港有限会社、イ

チバンヤＵＫ ＬＩＭＩＴＥＤ、台湾壱番屋株式会社、イチバンヤＵＳＡ ＩＮＣ.及び壱番

屋香港有限会社の決算日は12月31日であります。

　連結計算書類の作成に当たっては、決算日現在（2019年12月31日）の計算書類を使用し

ております。ただし、2020年１月１日から連結決算日2020年２月29日までの期間に発生し

た重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

ａ.有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

時価のないもの　　　　　　 移動平均法による原価法

ｂ.たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・製品・原材料・仕掛品　 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品　　　　　　　　　　　 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

ａ.有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法

ただし、当社は、1998年６月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）及び2016年４月１日以降

に取得した建物附属設備並びに構築物については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　２～60年

機械装置及び運搬具　２～12年

ｂ.無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法

なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内

における利用可能期間（５年）に基づいております。

ｃ.リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が2008年５月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

ｄ.長期前払費用　　　　　　　　定額法

③　重要な引当金の計上基準

ａ.貸倒引当金　　　　　　　　　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

ｂ.賞与引当金　　　　　　　　　従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支

給見込額のうち、当連結会計年度負担額を計上して

おります。
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ｃ.株主優待引当金　　　　　　　当社は、株主優待券の利用による費用負担に備える

ため、株主優待券の利用実績率に基づき、当連結会

計年度末における将来の株主優待券利用見込額を計

上しております。

ｄ.債務保証損失引当金　　　　　当社は、債務保証に係る損失に備えるため、被保証

先の財政状態等を勘案し損失負担見込額を計上して

おります。

④　退職給付に係る会計処理の方法

ａ.退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰

属させる方法については、給付算定式基準によっております。

ｂ.数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(３年間）により、主として定額法により、発生の翌連結会計年度から費用処理し

ております。

ｃ.未認識数理計算上の差異の会計処理方法

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその

他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

⑤　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しており

ます。

⑥　のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却方法については、５年間の定額法により償却を行っております。

⑦　その他連結計算書類作成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16

日）に伴う「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号　

平成30年３月26日）を当連結会計年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分

に表示する方法に変更しております。
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３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 　　 16,064,352千円

(2) 保証債務

　　　加盟店の金融機関借入の保証　　　　　　　　　 212,280千円

　また、上記以外に加盟店の不動産賃貸借契約について、１件の家賃の債務保証を行

っております。

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度

期首株式数
当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 31,926,000株 －株 －株 31,926,000株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度

期首株式数
当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 538株 85株 －株 623株

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加85株は、単元未満株式の買取によるものでありま
す。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2019年５月29日
定 時 株 主 総 会

普通株式 1,245,093 39 2019年２月28日 2019年５月30日

2019年10月４日
取 締 役 会

普通株式 1,277,016 40 2019年８月31日 2019年11月15日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と

なるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

202 0年４月６日
取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 1,277,015 40 2020年２月29日 2020年５月11日
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５.　金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については主に短期的な安全性の高い金融資産に限定してお

り、また、資金調達については主に短期の銀行借入により調達し、大型設備投資が発生し

た場合等は、必要に応じ長期借入にて資金調達する方針であります。また、デリバティブ

取引は行わない方針であります。

　営業債権について、受取手形による回収は行いません。売掛金については、主に当社グ

ループにおけるフランチャイズチェーンに加盟しているオーナーが対象であり、取引先の

信用リスクに晒されております。

　当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、営業本部を中心に残高管

理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っておりま

す。

　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上

の関係を有する企業の株式であり、重要性に応じて時価情報等を経営会議に報告しており

ます。

　また、財務状況の把握や取引状況等を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

　営業債務について、支払手形による支払は行いません。買掛金については原則１ヶ月の

支払期日です。

　また、営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金運用計画を作成・

更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2020年２月29日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれ

ておりません。

（単位：千円）

連結貸借対照表
計　　上　　額

時価（※２） 差 額

① 現 金 及 び 預 金 19,754,968 19,754,968 －

② 売 掛 金 3,012,094 3,012,094 －

③ 投 資 有 価 証 券 586,805 586,805 －

④ 差 入 保 証 金 4,806,064

貸　倒　引　当　金（※１） △2,547

4,803,516 4,685,313 △118,202

資 産 計 28,157,384 28,039,181 △118,202

① 買 掛 金 2,496,177 2,496,177 －

② 未 払 金 1,643,917 1,643,917 －

③ 未 払 法 人 税 等 1,074,979 1,074,979 －

④ リース債務（固定負債） 1,126,267 1,087,886 △38,380

⑤ 長 期 預 り 保 証 金 3,706,373 3,688,966 △17,407

負 債 計 10,047,715 9,991,927 △55,787

（※１）差入保証金に対する貸倒引当金を控除して記載しております。

（※２）投資有価証券を除く項目につきましては、「金融商品に関する会計基準」（企業会計

基準第10号）に基づき算定された時価であり、市場取引等における時価ではありませ

ん。
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（注）1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

①　現金及び預金、②　売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。

③　投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。なお、投資有

価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計上

額と取得原価との差額は以下のとおりであります。

（単位：千円）

種 類
連結貸借対照表
計　　上　　額

取得原価 差 額

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超 え る も の

(1) 株 式 586,805 306,228 280,576

(2) 債 券 － － －

(3) そ の 他 － － －

小計 586,805 306,228 280,576

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超 え な い も の

(1) 株 式 － － －

(2) 債 券 － － －

(3) そ の 他 － － －

小計 － － －

合計 586,805 306,228 280,576

④　差入保証金

　差入保証金の時価については、想定した賃借契約期間に基づきその将来キャッ

シュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値に

より算定した額より貸倒見積高を控除した金額を時価としております。

負　債

①　買掛金、②　未払金、③　未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。

④　リース債務（固定負債）

　リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行

った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

⑤　長期預り保証金

　長期預り保証金の賃貸物件保証金の時価については、想定した賃借契約期間に

基づき、そのキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割

り引いた現在価値により算定しております。
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保証債務

　保証債務契約の時価は△4,741千円であります。ただし、前受保証料4,716千円を

前受金として計上しております。時価については、見積将来キャッシュ・フローの

金額を国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値から債務保証

損失見積高を控除し算定しております。

デリバティブ取引

　利用していないため該当事項はありません。

（注）2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

非 上 場 株 式 1,200

・非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから「資産　③　投資有価証券」には含めておりません。

・加盟保証金1,556,300千円については､ 加盟店の営業継続期間の見積が実質的に困

難であり時価が把握できないため、「⑤　長期預り保証金」には含めておりません。
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６．賃貸等不動産に関する注記

　当社グループでは、全国に賃貸店舗や賃貸事業所及び賃貸住宅を所有しております。

2020年２月期における当該賃貸等不動産に関する連結貸借対照表計上額、当連結会計年度

増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：千円）

用途
連結貸借対照表計上額

当連結会計年度末の時価
当連結会計年度期首残高当連結会計年度増減額当連結会計年度末残高

店 舗 1,947,162 △92,611 1,854,550 1,212,627

事 務 所 365,892 31,062 396,955 275,420

住 宅 532,207 △7,015 525,191 437,211

合計 2,845,262 △68,565 2,776,697 1,925,259

（注）1.　連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除

した金額であります。

2.　当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は事務所資産の新規賃貸等36,507千円で

あり、主な減少額は減価償却費98,298千円であります。

3.　当連結会計年度末の時価については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定

した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。

　また、賃貸等不動産に関する2020年２月期における損益は、次のとおりであります。

（単位：千円）

用 途 賃貸収益 賃貸原価 差額 その他

店 舗 635,855 533,268 102,586 －

事 務 所 63,962 42,274 21,688 －

住 宅 58,363 43,981 14,382 －

合 計 758,181 619,523 138,657 －

（注）　賃貸収益とこれに対応する賃貸原価（減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等）は、

それぞれ「営業外収益　受取家賃」及び「営業外費用　賃貸費用」に計上されておりま

す。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 963円12銭

(2) １株当たり当期純利益 102円05銭

８．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①　子会社株式及び関連会社株式　　移動平均法による原価法

②　その他有価証券

ａ.時価のあるもの　　　　　　　事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

ｂ.時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①　商品･製品･原材料･仕掛品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下による簿価切下げの方法により算定）

②　貯蔵品　　　　　　　　　　　　 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

(3) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産　　　　　　　　　定率法

（リース資産を除く）　　　　　　ただし、1998年６月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得し

た建物附属設備並びに構築物については、定額法を

採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　２～60年

機械及び装置　　　　２～12年

②　無形固定資産　　　　　　　　　定額法

（リース資産を除く）　　　　　　なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内

における利用可能期間（５年）に基づいております。

③　リース資産 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする

定額法

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が2008年５月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

④　長期前払費用　　　　　　　　　定額法
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(4) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支

給見込額のうち、当事業年度負担額を計上しており

ます。

③　株主優待引当金　　　　　　　　株主優待券の利用による費用負担に備えるため、株

主優待券の利用実績率に基づき、当事業年度末にお

ける将来の株主優待券利用見込額を計上しておりま

す。

④　債務保証損失引当金　　　　　　債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政

状態等を勘案し損失負担見込額を計上しております。

⑤　退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日

における退職給付債務の見込額に基づき計上してお

ります。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（３年間）による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

なお、退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会

計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の

方法と異なっております。

(5) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　　　外貨建金銭債権債務は、当事業年度の末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。

(6) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理　　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっ

ております。

２．表示方法の変更に関する注記

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）

に伴う「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号　平成

30年３月26日）を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示す

る方法に変更しております。
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３．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 14,515,037千円

(2) 保証債務

　加盟店の金融機関借入の保証 212,280千円

　また、上記以外に加盟店の不動産賃貸借契約について、１件の家賃の債務保証を行っ

ております。

(3) 関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権 29,722千円

(4) 取締役に対する金銭債務

　　金銭債務 52,160千円

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 261,896千円

販売費及び一般管理費 34,615千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類
当事業年度期首
株 式 数

当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数
当 事 業 年 度 末
株 式 数

普 通 株 式 538株 85株 －株 623株

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加85株は、単元未満株式の買取によるものでありま
す。
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６．税効果会計に関する注記

　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 60,899千円

貸倒引当金 959千円

減価償却費 1,763千円

のれん 21,359千円

賞与引当金 136,840千円

退職給付引当金 247,108千円

長期未払金 15,893千円

減損損失 1,037,161千円

資産除去債務 129,562千円

その他 114,149千円

小計 1,765,698千円

評価性引当額 △580,288千円

繰延税金資産合計 1,185,410千円

繰延税金負債

建設協力金 △1,136千円

その他有価証券評価差額金 △85,575千円

資産除去債務に対応する費用 △39,506千円

繰延税金負債合計 △126,218千円

繰延税金資産の純額 1,059,192千円
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７．リースにより使用する固定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した固定資産のほか下記の所有権移転外ファイナンス・リース取引が

あります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相当額(千円) 減価償却累計額相当額(千円) 期末残高相当額(千円)

建 物 167,210 152,469 14,740

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,613千円

１年超 12,474千円

合計 17,087千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 6,643千円

減価償却費相当額 5,731千円

支払利息相当額 295千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっております。

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース

取引のうち、リース取引開始日が「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13

号）の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

８．関連当事者との取引に関する注記

　　　該当事項はありません。

９．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 964円77銭

(2) １株当たり当期純利益 102円72銭

１０．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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